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１ 指定管理者の募集について 

芦屋市立あしや温泉（以下「あしや温泉」という。）について，あしや温泉の管理業務を効果的かつ

効率的に行うため，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項及び芦屋市立あしや

温泉の設置及び管理に関する条例（平成７年条例第１９号）第８条の２の規定により，広く事業者を公

募し，管理運営について創意工夫ある提案を募集するものです。 

２ 業務概要 

(1) あしや温泉の概要 

ア 沿革 

平成６年５月～１１月           温泉掘削着工・完了 

平成７年２月２日～平成７年６月１５日   仮設浴場を設置（阪神・淡路大震災被災者用） 

平成７年１２月２２日           温泉施設オープン 

平成１１年１０月１日           持ち帰り用の給湯場完成 

平成２１年４月１日～平成２２年３月３１日 施設建替工事のため閉館 

平成２１年７月～平成２２年２月      施設の建替着工・完了 

平成２２年４月１日            施設リニューアルオープン 

平成２６年４月１日～平成２９年３月３１日 指定管理者による施設管理業務第１期（３年間） 

平成２９年４月１日～令和４年３月３１日  指定管理者による施設管理業務第２期（５年間） 

イ 所在地及び主要施設 

(ｱ) 所 在 地 芦屋市呉川町１４番１１号 

(ｲ) 構  造 鉄筋コンクリート造平屋建 

(ｳ) 床 面 積 ４６９．４２㎡ 

(ｴ) 主要施設 温浴施設(浴室・個浴)，脱衣室，ホール，受付・スタッフ室，足湯，給湯場，駐車

場，駐輪場，機械施設 

(ｵ) 温泉方式 源泉かけ流し 

(ｶ) 泉  温 摂氏４２．５度（調査時における気温：摂氏１３．９度） 

(ｷ) 泉  質 ナトリウム－塩化物・炭酸水素塩泉，低張性，弱アルカリ性，高温泉，微淡濁黄色

無臭，僅かに塩味，金気を有する。 

(2) 業務時間 

ア 温浴施設 午後２時から午後１１時まで 

イ 足 湯 午前１１時から日没まで 

ウ 給 湯 場 午前１１時から午後１１時まで 

エ 駐 車 場 午前１１時から午後１１時まで 

オ 駐 輪 場 午前１１時から午後１１時まで 

(3) 休業日 

ア 火曜日，第１水曜日及び第３水曜日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に

規定する休日を除く。） 

イ １月１日から１月３日まで（アに掲げる日を除く。） 

ウ その他 

市長が特に必要と認めるときには，業務時間若しくは休業日を変更し，又は臨時に休業すること

ができる。 

(4) 入浴料及び駐車場使用料 

あしや温泉は使用料金制のため，以下の料金とする。 
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ア 入浴料 

使用者の住所 使用者の区分 入浴料（１人） 

市内・市外 

（共通） 

１２歳以上の者 ３８０円 

６歳以上１２歳未満の者 １３０円 

６歳未満の者  ６０円 

市内 

（割引） 

６５歳以上の者・１２歳以上の障がい者（児） ２６０円 

６歳以上１２未満の障がい児  ８０円 

６歳未満の障がい児  ４０円 

イ 駐車場使用料 

駐車時間が３０分までごとに１００円とする。ただし，温浴施設の使用者は最初の１時間３０分

以内足湯の使用者は最初の３０分以内は無料とする。また，障がい者の駐車場使用料は無料とする。 

ウ その他 

入浴料及び駐車場使用料において，割引等のサービスを受ける場合は，必ず障がい者手帳等の提

示が必要です。  

(5) 管理運営方針 

指定管理者の創意工夫に基づいた管理運営により，質の高いサービスをあしや温泉の使用者に提供

するとともに，管理運営費の節減を図ることを期待しています。 

ア 基本方針 

あしや温泉は，住宅街にあって加水・加温なしの良質で純粋な源泉かけ流しの天然温泉であるこ

とが最大の特徴です。施設の特色を最大限に活かし，常に温浴施設の使用者へのサービス向上と心

身の健康増進を図り，地域コミュニティの場としての機能を十分に発揮させ，目標である年間１０

万人の入浴者数が達成できるよう管理運営を行ってください。 

イ 維持管理方針 

施設や設備については，全ての施設を清潔に保ち，かつ機能を正常に保持し，あしや温泉の使用

者が快適かつ安全に使用できるよう，別添仕様書に基づき適正な管理と保守点検を行ってください。 

植栽管理についても，保健福祉センターと隣接していることを考慮し，別添仕様書に基づきより

質の高い適正な維持水準を保てるよう必要な管理を行ってください。 

ウ あしや温泉の運営方針 

市民の多様なニーズに応えるため，常にあしや温泉の使用者や近隣住民の声を聴取し，反映でき

るものは取り入れて，サービス向上を図ってください。 

エ 法令等の遵守及び使用者の安全性・快適性を考慮した管理運営 

  別添仕様書に定める法令等を遵守し，施設使用者の安全性及び快適性に考慮した管理運営を行っ

てください。 

３ 業務内容 

指定管理者は以下の業務を行うこととします。詳細については，別添仕様書のとおりです。

(1) あしや温泉の使用の許可に関する業務 

(2) あしや温泉の運営に関する業務

(3) あしや温泉の施設，設備等の維持管理に関する業務 

(4) (1)から(3)に掲げるもののほか，あしや温泉の管理に関する業務のうち，市長が特に必要と認める

業務 

(5) 自主事業として行うことが可能な業務 
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４ 応募資格 

法人又は団体（以下「法人等」という。）が対象で，法人格の有無は問いません。ただし，個人は対

象となりません。 

(1) 単独の法人等で申請する場合 

兵庫県又は大阪府内に本社，支社，営業所等の事業所があること。 

(2) 複数の法人等による連合体（以下「連合体」という。）で申請する場合は，次の条件の全てに該当し

なければなりません。 

ア 連合体を構成する法人等（以下「連合体構成法人等」という。）の数は２以上とし，それら連合体

構成法人等の中から代表する法人等を選出していること。 

イ 連合体構成法人等のいずれも上記(1)の条件を満たすこと。 

(3) 複数応募の禁止 

ア 連合体構成法人等は２以上の本申請に係る連合体構成法人等になることができません。 

イ 単独で指定管理者の申請をする法人等は，本申請に係る連合体構成法人等になることができませ

ん。 

(4) 欠格事項 

次に該当する法人等は，応募することができません。 

ア 地方自治法施行令第１６７条の４（一般競争入札の参加者の資格）の規定に該当する者 

イ 応募書類提出時点において，本市の一般競争入札の参加停止又は指名競争入札の指名停止等措置

を受けている者，またはそれに準じるもの。 

ウ 連合体構成法人等又はその代表が，芦屋市暴力団排除条例第２条１号から３号までに規定する者

又は指定管理者としてふさわしくない者 

エ 法人税，消費税，地方消費税，府県民税及び市町村民税を滞納している者 

オ 本市，他の自治体を問わず，指定管理者の指定の取り消しを受けた者 

カ 本市，国や県等の公的機関による許認可取り消し等の行政処分及び業務改善等の行政指導を過去

３年以内に受けている者 

キ 指定管理業務に関連する業務に係る訴訟が係属中のもの及び過去３年以内に敗訴している者 

(5) 連合体構成法人等の構成員の変更 

連合体で応募する場合，代表する法人等及び連合体構成法人等については，業務遂行上支障がない

と本市が判断した場合，変更を認めることがあります。その場合には，連合体の協定書のほか，必要

に応じ応募書類の再提出を求めます。 

(6) 申請する法人等（連合体の一部を含む）が，指定期間中に合併，その他の事由により法人等の名称，

形態が変更となることがあらかじめ見込まれる場合には，必要に応じ追加の書類の提出を求めます。 

５ 応募方法 

(1) 応募書類 

応募に当たっては，申請時に正本１部，副本１０部（副は複写でも可）及び応募書類の「ワードま

たはPDFデータ（パスワードを設定してください）」の入ったＣＤ等を提出していただきます。提出の

際に，パスワードをお伝えください。 

ア 芦屋市立あしや温泉指定管理者指定申請書（様式１） 

(ｱ) 連合体応募の場合は構成団体表及び連合体結成に係る協定書又はこれに相当する書類（様式

は任意）＊代表者の権限や構成団体の役割分担及び責任分担等を明記してください。

(ｲ) 法人等の組織，沿革その他事業の概要を記載した書類 

イ 芦屋市立あしや温泉事業計画書（様式２） 
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(ｱ) 法人等の概要説明書 

(ｲ) 管理運営に当たっての基本方針 

(ｳ) 管理体制 

日常の管理体制（常駐者）が分かるように記載すること。（非常駐者は，その旨を明示するこ

と。） 

(ｴ) 施設の維持管理 

(ｵ) 施設の運営の取組 

(ｶ) 自主事業案 

(ｷ) 収支計画 

収支計画は，令和４年４月１日から令和９年３月３１日までの期間について，毎年度の経費で

算出してください。 

(ｸ) 人件費及び損害保険料内訳 

ウ 指定管理者の申請に係る誓約書（様式３） 

エ 添付書類 

(ｱ) 定款，寄附行為（法人以外の団体にあってはこれに相当する書類） 

(ｲ) 法人登記簿謄本，印鑑証明書（法人のみ） 

(ｳ) 法人税，消費税，地方消費税，県税及び市町村税の各納税証明書 

(ｴ) 法人税，消費税及び地方消費税の申告書 

(ｵ) 直近3年間の法人等の財務状況に関する書類（損益計算書，貸借対照表，法定監査を受けた場

合の監査報告書）

(ｶ) 法人等の設立趣旨，運営方針，事業内容等の概要が分かるもの 

(ｷ) 事業実績等の概要が分かるもの 

(ｸ) 代表者履歴，役員名簿

(ｹ) その他本市が必要と認めた書類等 

連合体構成法人等の応募の場合は，連合体構成法人等を構成する全ての法人等について，上

記の添付書類を提出してください。 

(2) 募集要項の配布 

募集要項を令和３年８月１０日（火）から９月１４日（火）まで（土曜日，日曜日を除く。）配布し

ます。または，市ホームページからダウンロードしてください。 

ア 配布場所 市民生活部環境課 

イ 配布時間 午前９時から午後５時３０分まで（１２時から１２時４５分を除く。） 

(3) 現地説明会 

令和３年８月２４日（火）午前１０時からあしや温泉で現地説明会を開催します。参加を希望され

る場合は，令和３年８月１９日（木）までに，環境課にお申込みください。または，申込書をＥメー

ルにて 環境課代表アドレス（kankyo@city.ashiya.lg.jp）まで送信してください。 

※ 応募を予定される申請者については，現地説明会への参加を原則とします。やむを得ず現地説

明会に参加できない場合は，応募書類提出までに，環境課で応募要項に関する説明を受けて頂く

ようお願いします。 

(4) 応募書類の受付 

応募書類は令和３年８月１０日（火）から９月１４日（火）まで（土曜日，日曜日を除く。）受付し

ます。 

ア 受付場所 市民生活部環境課 

イ 受付時間 午前９時から午後５時３０分まで（１２時から１２時４５分を除く。）なお，提出期限
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後の変更及び追加は認めません。 

ウ 応募書類等は必ず持参してください。 

エ 応募に要する経費については，申請者の負担とします。 

オ 本市が必要と認めるときは，期間を定めて追加書類の提出を求めることがあります。 

カ 提出された書類は，これを書き換え，差し替え，又は撤回することはできません。 

キ 提出された書類は，いかなる理由があっても返却しません。 

ク 申請書類の作成に用いる単位は計量法に定めるものとし，使用通貨は日本円，使用言語は日本語

とします。時刻は，日本標準時とします。 

(5) 質問及び質問に対する回答 

ア 質問の方法

質問の要旨を簡潔にまとめ，芦屋市立あしや温泉指定管理者募集要項に関する質問書（様式４）

を電子メールで送信してください。

イ 質問の受付期間

令和３年８月１６日（月）から８月３０日（月）午後５時３０分まで受付します。

ウ 質問の受付

〒６５９－８５０１ 芦屋市精道町７番６号 芦屋市市民生活部環境課

電子メールアドレス：kankyo@city.ashiya.lg.jp

エ 質問に対する回答の方法

市ホームページに回答を記載します。最終回答は令和３年９月７日（火）までに行います。

なお，質問内容が法人等独自の提案に係ると本市で判断されるものについては，当該法人等のみ

に回答し，それ以外については事前に希望された方全てに回答します。

６ 指定管理予定者選定の基準等 

(1) 選定方法 

芦屋市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき，芦屋市指定管理者選定・

評価委員会で，書類審査及び面接審査により選定します。審査は，WEB 会議を利用する場合がありま

す。選定・評価委員会の開催要旨，審査過程の概要（選定方法，応募団体名等），選定基準はホームペ

ージ等で公表します。 

(2) 面接審査 

書類審査の結果，面接審査を実施します。面接を実施する法人等（連合体を含む。）には，日時，場

所，出席人数等について後日連絡します。 

(3) 選定基準 

選定・評価委員会は，次の項目を基本に，公平かつ適正に審査し，選定します。

ア 管理運営に当たっての基本方針

(ｱ) 管理運営を行うに当たっての基本方針について 

(ｲ) 団体の理念及び運営方針について 

(ｳ) 団体の業務推進能力について 

イ 管理体制 

(ｱ) 管理体制について 

(ｲ) 総括責任者・副総括責任者について 

(ｳ) 緊急時の対応について 

(ｴ) 管理の質及び使用者サービスの向上の取組について 

ウ 施設の維持管理 
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(ｱ) 施設管理の基本事項について 

(ｲ) 施設等の維持管理について 

(ｳ) 安全対策について 

エ 施設の管理運営 

(ｱ) 施設の管理運営について 

(ｲ) 個人情報保護の措置について

(ｳ) トラブル対応について

オ 自主事業案

(ｱ) 年間目標である１０万人の入浴者数達成のための取組について

(ｲ) 使用者の心身の健康増進に関する取組について 

(ｳ) 地域コミュニティ発展への取組について 

(ｴ) その他，環境への配慮や経費削減のための改善提案について

カ 収支計画

予定価格は，年平均３６，９１０千円（税込）であり，応募者が提案した額（以下「提案額」とい

う。）がこの金額を上回る場合は失格とします。

 (4) 選定結果 

応募された法人等（連合体を含む。）に，文書で選定結果を通知します。 

応募された法人等については，法人等名，審査基準の大項目ごとの得点，合計点，選定理由及び評

価をホームページ等で公表します。 

(5) 選定後の提出書類 

指定管理者の候補者については役員等が暴力団等に該当しない旨等を記載した誓約書及び役員名簿

（様式６），法令遵守誓約書（様式７）を協定締結前までに提出してください。連合体構成法人等の応

募の場合は，連合体構成法人等を構成する全ての法人等分を提出してください。

７ 指定及び協定の締結 

(1) 指定手続 

指定管理者の候補者については，地方自治法の規定に基づき，指定管理者として指定する議案を市

議会に対し提出し，議決後に指定管理者として指定します。 

市議会の議決を得られないとき，又は指定手続の過程で指定管理者に指定することが著しく不適当

と認められる事情が生じたとき等の場合には，指定管理者の候補者を指定管理者に指定しないことが

あります。 

この場合，市は，次点候補者と協議を行い指定管理者の候補者として繰上げ，市議会の議決を経て

指定管理者として指定する場合があります。 

なお，指定管理者の候補者を指定管理者として指定しないこととした場合であっても，当該施設に

かかる業務及び管理の準備のため支出した費用等については，一切補償しません。 

(2) 協定の締結 

市議会の議決により指定管理者に指定された後に，基本協定及び実施協定を締結します。 

(3) 指定期間 

令和４年４月１日から令和９年３月３１日までの５年間 

※ただし，この期間は市議会での議決により確定します。 

(4) 収支計画 

必要な管理運営費について，応募者は事業計画書に提案額を記載してください。提案額を踏まえ，

年度ごとに市の予算の範囲内で協議を行い，協定を締結します。
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ア 負担区分

あしや温泉の管理運営に必要な経費は，市が別途措置する修繕費及び備品購入費以外については，

全て指定管理者の負担となります。

なお，あしや温泉の管理運営に当たっては，主として次表の経費が必要となります。

区分 詳細内容

人件費 従業員給料，社会保険料等

修繕費 施設・設備の修繕等

光熱水費 電気，ガス及び上下水道使用料，下水道使用料（源泉井戸水）

設備保守等
消防設備，電気設備，小規模貯水槽，空調設備，制御設備等の保

守点検，水質検査，法定点検手数料等

清掃・植栽・点検等 清掃，植栽・花壇育成管理，巡回点検等

事務局費 印刷製本費，通信運搬費，旅費，消耗品費，事務機器リース料等

一般管理費 本部（本社）経費

その他 保険料，公課費等

イ 指定管理料の支払い

会計年度（４月１日から翌年３月３１日まで）を基準とし，四半期毎に支払います。

ウ 管理口座

経費は，法人等自身の口座とは別に指定管理業務専用口座を設けて行ってください。

エ 使用料収入

入浴料及び駐車場使用料の収入については，全て芦屋市の収入とします。

オ 自主事業収入

自主事業を行う場合は，必ず事前に芦屋市から許可を得たうえで行うこととし，自主事業で得た

収入については，全て指定管理者の収入とします。

８ スケジュール 

募集の開始 ：令和３年８月１０日（火）

募集要項等配布期間 ：令和３年８月１０日（火）～９月１４日（火）

現地説明会 ：令和３年８月２４日（火）

質問事項の受付期間 ：令和３年８月１６日（月）～８月３０日（月）

質問の回答 ：令和３年９月７日（火）まで

応募書類受付期間 ：令和３年８月１０日（火）～９月１４日（火）

募集の終了 ：令和３年９月１４日（火）

選定結果の公表，応募者への通知 ：令和３年１１月上旬

市議会における議決 ：令和３年１２月中旬

指定管理者の指定(告示)   ：令和４年１月中旬

協定の締結 ：令和４年３月

業務引継ぎ ：令和４年３月

管理の開始 ：令和４年４月１日

９ 応募に関する留意事項 

(1) 選定審査対象からの除外 

次の要件に該当する場合については失格とし，審査の対象から除外します。 
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また，連合体で申請する場合においては，連合体構成法人等が次の要件に該当する場合は，連合体

による申請を失格とします。 

ア 提出書類に虚偽の記載があった場合 

イ この要項に違反又は著しく逸脱した場合 

ウ 提出期間内に提出書類等が提出されなかった場合 

エ その他不正行為があった場合 

(2) 応募書類の取扱い 

応募書類は芦屋市情報公開条例第７条に掲げる非公開情報を除き，公表することがあります。企業

秘密等については，市が決定して秘匿します。なお，指定管理者を指定する議案資料には，原則とし

て，全ての応募された法人等の事業計画書を掲載します。 

(3) 応募の辞退 

応募受付後に辞退する場合は，辞退届（様式５）を提出してください。 

(4) 提出書類の著作権 

本市が提示する設計図書等の著作権は芦屋市及び作成者に帰属し，応募者の提出する書類の著作権

はそれぞれの応募者に帰属します。 

なお，本市が必要と認めるときは，本市は提出書類の全部又は一部を使用できるものとします。 

(5) 応募時に既に団体名称等のほか，合併その他の事由による団体の形態・性格等の変更の予定がある

場合は，必ず事業計画等に記載すること。

例：「株式会社○○」（新社名 △△株式会社  令和●年●月●日に商号変更予定） 

１０ 指定管理者制度に関する留意点 

(1) 事業計画書の提出 

指定管理者は，毎年度ごとに次年度の年次事業計画書を次年度の開始１月前までに市に提出し，承

認を受けるものとします。また，年次事業計画書に記載された講習会，イベントなどについては,個別

事業計画書を，実施日（募集開始日を含む。）の１月前までに市に提出し，承認を受けるものとします。 

(2) 管理状況の確認調査及び評価 

市は，協定に従い適正かつ確実な管理が実施されているかどうか，安定的継続的に管理業務の提供

が可能な状態にあるかどうか等，管理状況について随時又は定期的な確認調査を行うとともに年度終

了後の事後評価を実施します。指定管理者は，毎月に月次報告書，年度終了後に事業報告書を提出す

るものとし，確認調査及び事後評価に協力していただきます。また，指定期間中に第三者による評価

を実施します。 

なお，調査については，人事・経理に係る帳簿，契約書類等を対象とします。評価結果については， 

市が別に定める様式によりホームページ等で公表します。 

(3) 経営状況の確認 

経営の健全性を証するため，指定管理者が会社法，特定非営利活動促進法及びその他関係法令で求

められる計算書類及び監査報告書を，指定管理者の毎事業年度終了後３か月以内に市に提出するもの

とし,確認調査に協力していただきます。 

(4) 使用者アンケート調査 

指定管理者は，使用者等の意見及び要望を把握するため，市と協議した様式により継続的に，使用

者等を対象としてアンケート調査を実施することとします。また，調査結果について分析及び評価を

行い，その後の管理業務への反映に努めるものとします。また，その内容を施設内に掲示するととも

に，市にその結果を報告していただきます。 
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(5) 指定の取消し等 

指定管理者の候補者が，正当な理由なくして協定の締結に応じない場合は，指定管理者の議決後に

おいても，指定管理者の決定を取り消すことがあります。

指定管理者が事業の履行が確実でないと認められるとき，履行した内容が本市の求める水準を著し

く下回ったとき，指定期間中に暴力団等の介入が認められたとき，又は著しく社会的信用を失う等に

より指定管理者としてふさわしくないと認められるときは，指定管理者の指定を停止又は取り消すこ

とがあります。この場合は，指定管理者の損害に対し市は賠償しません。

また，取消しに伴う芦屋市の損害について，指定管理者に損害賠償を請求することがあります。

(6) あしや温泉において発生した事故への対応

指定管理者の責めに帰すべき事由により，本市又は第三者に損害を与えた場合には，指定管理者が

その損害を賠償することになります。 

施設において事故が発生した場合に備えて，指定管理者はあらかじめ事故対応マニュアルを定める

とともに，事故発生時には直ちにその旨を本市に報告することとします。 

(7) 個人情報の保護 

指定管理者は，個人情報の保護に関する法律及び芦屋市個人情報保護条例に基づき，管理業務を行

うに当たって保有することとなる個人情報の保護について，万全な措置を講じることとします。 

指定管理者は，個人情報の保護に関して，研修等に参加させるとともに，施設従事者に対し必要な

研修を実施することとします。

(8) 情報公開 

芦屋市情報公開条例の趣旨に基づき，その管理に関する情報の公開を行うための必要な措置を講ず

るよう努めるものとします。 

また，市からあしや温泉施設に関する文書であって市が保有していないものに関し閲覧，写しの

交付等の申出があったときは，提出に応じるよう努めるものとします。 

(9) 文書の管理・保存 

指定管理者が業務に伴い作成し，又は受領した文書等は芦屋市文書取扱規程（平成１９年訓令甲第

６号）（及び芦屋市教育委員会文書管理規則（昭和４３年教育委員会規則第１１号））に基づき，適正

に管理・保存するものとします。 

（10）内部通報処理の仕組みの整備 

指定管理者は，公益通報者保護法（平成１６年法律１２２号）により，通報・相談窓口の設置内部

規程の整備を行う必要があります。 

(11) 使用許可等 

指定管理者は，条例の規定に基づき使用許可等の行政処分を行うことができますが，芦屋市行政手

続条例における「行政庁」に相当することとなるため，当該処分について，行政事件訴訟法第１１条

第２項の規定による取消訴訟の被告となる場合があります。 

(12) 防犯カメラ 

指定管理者は，芦屋市庁舎内の防犯カメラの設置及び管理に関する要綱第３条に規定する管理責任

者を置き，要綱の規定に基づきその管理を行うための必要な措置を講ずるものとします。 

(13) 公租公課の取扱い 

本件により指定管理者が管理することとなるあしや温泉について，法人市民税，事業所税，新たに

設置した償却資産に係る固定資産税の納税義務者となる可能性があります。指定管理者制度における

事業所税の事業主体（納税義務者）の判定は，収益の帰属（利用料金制度採用の有無）により行うこ

ととなります。利用料金制度が採用されている公の施設の管理運営事業は事業所税の課税上は収益事

業として扱われ，その指定管理者は事業所税の課税対象となる可能性があります。事前に必ず確認す
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るなどして注意願います。（詳しくは市課税課管理係（0797-38-2015）まで相談してください。）なお，

国税については税務署，県税については県税事務所へお問い合わせください。

(14) 避難所等 

あしや温泉は，地震，大火災などの災害発生時には，芦屋市地域防災計画において入浴施設として

位置付けしていることから，避難所の運営に関する協定の締結に関する協議を求めることがあります。 

(15) その他施設の維持管理費の縮減に係る積極的な提案 

指定管理者は，その他施設の維持管理費の縮減に係る事項について，市に積極的に提案すること。 

また，今後，市がネーミングライツ等の維持管理費の縮減に係る制度を導入する場合は，協力する

こと。 

(16) 芦屋市情報セキュリティ実施手順の遵守 

指定管理者が，業務上本市が導入するシステムを利用する必要がある場合は，『芦屋市情報セキュリ

ティ実施手順（利用者編）要約版』を遵守すること。 

(17) 市が利用料金等についてキャッシュレス決済を導入する場合は，体制構築に協力すること。また，

キャッシュレス決済にかかる手数料については別途市と協議すること。 

１１ 問合せ先 

〒６５９－８５０１ 芦屋市精道町７番６号 

芦屋市市民生活部環境課 

Tel (0797)38-2050  Fax(0797)38-2162 e-mail  kankyo@city.ashiya.lg.jp 
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（様式１）

芦屋市立あしや温泉 指定管理者 指定申請書

令和○○年○○月○○日 

芦屋市長 あて

所在地

法人等名（グループの場合は，代表する法人又は団体名）

芦屋市立あしや温泉の指定管理者の指定を受けたいので，下記の書類を添付の上，申請します。 

記 

提出書類 

１ 芦屋市立あしや温泉指定管理者指定申請書 

２ 芦屋市立あしや温泉事業計画書（様式２） 

(1) 法人等の概要説明書 

(2) 管理運営に当たっての基本方針 

(3) 管理体制 

(4) 施設の維持管理 

(5) 施設の管理運営 

(6) 自主事業案 

(7) 収支計画 

(8) 人件費及び損害保険料内訳 

３ 指定管理者の申請に係る誓約書（様式３） 

４ 添付書類 

(1) 定款，寄附行為（法人以外の団体にあってはこれに相当する書類） 

(2) 法人登記簿謄本及び印鑑証明書（法人のみ） 

(3) 法人税，消費税，地方消費税，県税及び市町村税の各納税証明書 

(4) 法人税，消費税及び地方消費税の申告書 

(5) 直近 3年間の法人等の財務状況に関する書類（損益計算書，貸借対照表，法定監査を受けた場合の

監査報告書） 

(6) 法人等の設立趣旨，運営方針，事業内容等の概要が分かるもの 

(7) 事業実績等の概要が分かるもの 

(8) 代表者履歴，役員名簿 

(9) その他本市が必要と認めた書類等 

以上
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（様式２） 

芦屋市立あしや温泉 事業計画書 

（１） 法人等の概要説明書 

法人等名称 

代表者氏名 

主たる事務所の所在地

設立年月日 

設立目的 

役員構成 

会員又は構成団体等 

従業員数 

活動内容 

担当者名 

電話番号 

Fax番号 

ｅ－ｍａｉｌ 
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（様式２）

（２）管理運営に当たっての基本方針

記載項目 記入欄

(1) 管理運営を行うに

当たっての基本方針に

ついて 

・設置目的，特徴に合致

した目標設定がなされ

ているか 

(2) 団体の理念及び運

営方針について 

・管理運営にふさわし

い理念及び運営方針を

もっているか 

(3) 団体の業務推進能

力について 

・業務を遂行できる安

定的な財産基盤を有し

ているか 

・業務を遂行できる適

切な団体構成となって

いるか 

・施設の管理運営実績

がどの程度あるか 
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（様式２） 

（３）管理体制 

記載項目 記入欄 

(1) 管理体制について

・管理責任者及び管理

体制について，実行可

能な提案がなされてい

るか 

・従事員の配置，勤務体

制は適正か（非常駐者

については，その旨を

明示） 

・人材育成の考え方が

示されているか 

(2) 総括責任者・副総

括責任者について 

・実績，資格等 

(3) 緊急時の対応につ

いて 

・事故発生時，緊急時，

災害発生時の対応や体

制が十分であるか 

・感染症予防対策や発

生時の対応が具体的に

示されているか 

(4) 管理の質及び使用

者サービスの向上の取

組について 

・管理の質及び使用者

サービスの向上につい

て具体的な提案がなさ

れているか 

・使用者対応（接遇等）

の向上のための措置を

講じているか 
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（様式２） 

（４）施設の維持管理 

記載項目 記入欄 

(1) 施設管理の基本事

項について 

・管理の基本的な考え

方が明確に示されてい

るか 

(2) 施設等の維持管理

について 

・施設及び設備の点検，

清掃，保守等，施設に必

要な維持管理の内容が

適切であるか 

・温泉施設特有の維持

管理（水質・衛生管理

等）について，専門的な

ノウハウを持ち，安定

運営に向けた対策が提

案されているか 

・本部のチェック体制

等が示されているか 

(3) 安全対策について

・事故防止の取組や体

制など安全対策が具体

的に示されているか 

・使用者への安全対策

が具体的に示されてい

るか 

・施設の安全な管理方

法が具体的に示されて

いるか 



16

（様式２） 

（５）施設の管理運営 

記載項目 記入欄 

(1) 施設の管理運営に

ついて 

・施設の運営の考え方

が明確に示されている

か 

(2) 個人情報保護の措

置について 

・個人情報の保護につ

いて，十分な措置を講

じているか 

(3) トラブル対応につ

いて 

・使用者及び近隣住民

とのトラブルの未然防

止と対処方法が示され

ているか 

・現場での苦情に対し

て本部のバックアップ

体制等が示されている

か 

・入浴マナーや違法駐

車等への対策が提案さ

れているか 
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（様式２） 

（６）自主事業案 

記載項目 記入欄 

(1) 年間目標である１

０万人の入浴者数達成

のための取組について

・実行可能で具体的な

取組が示されているか

・使用者が少ない夏季

や若年層向けの取組が

示されているか 

(2) 使用者の心身の健

康増進に関する取組に

ついて 

・具体的な取組が示さ

れているか 

(3) 地域コミュニティ

発展への取組について

・具体的な取組が示さ

れているか 

(4) その他，環境への

配慮や経費削減のため

の改善提案について 

・実行可能で具体的な

取組が示されているか
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（様式２） 

（６）自主事業案 

 事業名 目的・内容 実施時期・回数 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 
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（様式２） 

（７）収支計画（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

（令和□□年度） 

（金額：千円） 

記載項目 金額 積算根拠等 

（収入） 

指定管理料（提案額）

自主事業収入 

その他収入 

計（Ａ） 

（支出） 

人件費 

修繕費 

その他支出 

（うち光熱水費） 

（うち設備保守等） 

（うち清掃・警備等）

（うち○○推進費） 

（うち事務局費） 

自主事業費 

（うち○○事業） 

（うち○○事業） 

計（Ｂ） 

収支差額（Ａ）－（Ｂ）
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（様式２） 

（８）人件費及び損害保険料内訳 

（令和□□年度） 

（金額：千円） 

記載項目 記入欄 

(1) 人件費内訳 

（年齢・職種ごとに月

額を記載し，算定根拠

を明示ください。） 

(2) 施設賠償責任保険

内訳 

（保険種類，保険種目，

てん補限度額及び免責

金額及び保険料につい

て明示してください。）
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（様式３） 

指定管理者の申請に係る誓約書 

令和○○年○○月○○日  

芦屋市長 宛 

所在地 

法人等名（グループの場合は，代表する法人又は団体名） 

代表者氏名 

芦屋市立あしや温泉の指定管理者の選定等に当たり，提出した申請書類に虚偽又は不正はありません。

また，下記の申請資格をすべて満たし，かつ，欠格事項のすべてに該当していないことを誓約します。 

記 

１ 申請資格 

(1) 法人その他の団体，又は，複数の法人等により構成されるグループであること。 

（兵庫県又は大阪府内に本社，支社，営業所等の事業所があること。）

(2) 芦屋市立あしや温泉の事業，施設管理等を円滑に遂行できる能力を有する法人等であること。 

(3) 他に単独又はグループで芦屋市立あしや温泉の指定管理者の申請をしていないこと。 

２ 欠格条項 

(1) 地方自治法施行令第１６７条の４（一般競争入札の参加者の資格）の規定に該当する者 

(2) 応募書類提出時点において，本市の一般競争入札の参加停止又は指名競争入札の指名停止等措置を

受けている者，またはそれに準ずる者 

(3) 連合体構成法人等又はその代表が，芦屋市暴力団排除条例第２条第１号から第３号までに規定する

者又は指定管理者としてふさわしくない者 

(4) 法人税，消費税，地方消費税，府県税及び市町村民税を滞納している者 

(5) 芦屋市，他の自治体を問わず，指定管理者の指定取消しを受けた者 

(6) 芦屋市，国県等の公的機関による許認可取消し等の行政処分及び業務改善等の行政指導を過去３年

以内に受けている者 

(7) 指定管理業務に関連する業務に係る訴訟が係属中のもの及び過去３年以内に敗訴している者 

以 上 
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（様式４） 

芦屋市立あしや温泉指定管理者募集要項に関する質問書

令和  年  月  日 

芦屋市長 あて 

質問者 法人等名               

代表者氏名              

回答書送付先             

担当者氏名              

電話番号               

Fax番号               

ｅ－ｍａｉｌ            

質問 

番号 

募集要項の 

該当項目等 
質問内容 備考 
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（様式５） 

辞退届

令和○○年○○月○○日  

芦屋市長 あて 

所在地 

法人等名（グループの場合は，代表する法人又は団体名） 

芦屋市立あしや温泉の指定管理者の指定を受けるため申請しましたが，都合により辞退します。 

記 

 辞退の理由 

以 上 
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＜参考＞ 

平成29年度から令和2年度までの収支状況（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

   （金額：円） 

項目 

（収入） 

決算額 予算額 

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 

指定管理料 34,658,000 34,658,000 35,345,000 35,670,000 35,670,000

自主事業収入 1,172,628 1,149,068 1,101,980 585,391 1,110,000

計 35,830,628 35,807,068 36,446,980 36,255,391 36,780,000

   （金額：円） 

項目 

（支出） 

決算額 予算額 

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

人件費 15,361,917 15,412,163 15,401,958 13,869,958 16,068,000

管理運営費（人件費以外） 17,907,805 18,462,218 18,988,397 18,593,611 19,602,000

修繕費 129,600 363,126 183,874 917,995 396,000

 委託料 2,363,287 2,547,629 2,432,305 2,342,813 2,886,000

 光熱水費 12,605,709 12,642,749 13,004,519 11,205,875 13,400,000

 （内訳） 

 ・電気使用料 2,200,714 2,197,263 2,345,463 2,117,468 2,150,000

 ・ガス使用料 3,185,773 3,287,383 3,284,789 2,376,378 3,800,000

 ・上下水道使用料 2,663,572 2,637,656 2,785,887 2,241,246 2,950,000

・下水道使用料（井戸） 4,555,650 4,520,447 4,588,380 4,470,783 4,500,000

 賃借料 227,445 373,500 373,515 373,536 0

 備品費 92,754 28,401 147,490 397,375 144,000

 消耗品費 826,855 755,735 756,799 1,070,528 540,000

 通信費 174,829 155,145 165,268 207,721   228,000

 印刷費 93,238 98,546 98,236 114,712 48,000

租税公課 1,317,332 1,285,767 1,471,359 1,684,869 1,677,000

 その他経費 76,756 211,620 355,032 278,187 283,000

自主事業費 738,256 702,758 737,048 538,055 576,000

 事業費 428,772 360,002 352,442 301,183 259,000

その他経費 309,484 342,756 384,606 236,872 317,000

計 34,007,978 34,577,139 35,127,403 33,001,624 36,246,000

※ 令和2年度は新型コロナウイルス感染症対策として，4月8日から5月31日は休業，1月18日か

ら2月28日は午後8時までの時短営業，3月1日から31日は午後9時までの時短営業を行った。 
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＜参考＞ 

平成29年から令和2年度までの営業日数と入浴者数の実績（足湯使用者は除く） 

（単位：日/人） 

年度 区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 

平成29年度 

営業日数 24 25 24 25 24 24 24 

入浴者数 8,106 8,369 7,608 7,516 6,987 7,236 7,311 

平成30年度 

営業日数 24 24 24 24 25 23 24 

入浴者数 8,532 7,685 7,438 6,656 6,758 6,598 7,625 

令和元年度 

営業日数 24 26 24 24 25 24 25 

入浴者数 8,093 8,444 7,401 7,022 6,658 7,059 7,230 

令和2年度 

営業日数 5 0 23 25 25 24 25 

入浴者数 1,421 0 4,974 5,530 5,468 5,634 6,602 

年度 区分 11月 12月 1月 2月 3月 合計 

平成29年度 

営業日数 24 25 23 22 26 290 

入浴者数 8,442 9,477 8,687 8,296 9,198 97,233 

平成30年度 

営業日数 24 25 23 22 25 287 

入浴者数 8,229 9,251 8,447 8,216 8,674 94,109 

令和元年度 

営業日数 24 24 23 24 24 291 

入浴者数 8,003 8,352 8,160 7,884 7,424 91,730 

令和2年度 

営業日数 25 24 22 23 24 245 

入浴者数 6,879 7,246 5,888 5,334 5,698 60,674 

※ 令和2年度は新型コロナウイルス感染症対策として，4月8日から5月31日は休業，1月18日か

ら2月28日は午後8時までの時短営業，3月1日から31日は午後9時までの時短営業を行った。 

 ※ 入浴者数のうち，市内に居住の方は約85％，65歳以上の市内に居住の方は約55％です。 


